
     き き ょ う の 里 デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー 運 営 規 程  

 

（事業の目的）  

第１条  社会福祉 法 人茂木福寿会が開 設 するききょうの里 デ イサービスセンタ ー

（以下「事業所」 と いう。）が行う指 定 通所介護の事業（ 以 下「事業」と

いう。）の適正な 運 営を確保するため に 人員及び管理運営 に 関する事項を

定め、事業所の生 活 相談員、看護職員 、 介護職員及び機能 訓 練指導員（以

下「生活相談員等 」 という。）が、要 介 護状態又は要支援 状 態にある高齢

者に対し、適正な 指 定通所介護を提供 す ることを目的とす る 。  

（運営の方針）  

第２条  事業所の 生 活相談員等は、利 用 者の心身の状況等 を 踏まえて、可能な 限

りその居宅におい て 、その有する能力 に 応じ自立した日常 生 活を営むこと

ができるよう、必 要 な日常生活上の世 話 及び機能訓練を行 う ことにより、

利用者の社会的孤 立 感の解消及び心身 の 機能の維持並びに 利 用者の家族の

身体的及び精神的 負 担の軽減を図るも の とする。  

（事業所の名称等 ）  

第３条  事業を行 う 事業所の名称及び 所 在地は、次のとお り とする。  

 １  名称   き き ょうの里デイサー ビ スセンター  

 ２  所在地  芳 賀 郡茂木町大字飯１ ６ ９４番地  

（従業者の職種、 員 数及び職務の内容 ）  

第４条  事業所に 勤 務する従業者の職 種 は次のとおりとす る 。  

 （１）  管理者  

     管理者 は 、事業所の従業者 の 管理及び業務の管 理 を一元的に行うも の

とする。  

 （２）  生活相談 員            

 （３）  看護職員                 

 （４）  介護職員                    

 （５）  機能訓練 指 導員                

  ２  職務内容 及 び員数は，別表の 通 りとする。  

  ３  １項に定 め る者のほか必要に 応 じ，その他職員を 置 くことができる。  

（営業日及び営業 時 間）  

第５条  事業所の 営 業日及び営業時間 は 、次のとおりとす る 。  

 １  営業日  月 曜 日から土曜日まで と する。  

 ２  営業時間  午 前８時３０分から 午 後５時３０分まで と する。  

 ３  必要に応じ 時 間延長も可能とす る 。  

（指定通所介護の 利 用定員）  

第６条  利用定員 は 、２５名とする。  

 

 



（指定通所介護の 内 容及び利用料その 他 の費用の額）  

第７条  指定通所 介 護の内容は次のと お りとし、指定通所 介 護を提供した場合 の

利用料の額は、厚 生 労働大臣が定める 基 準によるものとし 、 当該指定通所

介護が法定代理受 領 サービスであると き は、介護保険負担 割 合証の定める

割合の額とする。  

 （１） 生活相談  

 （２） 機能訓練  

 （３） 入浴サービ ス  

 （４） 食事サービ ス  

 （５） 健康チェッ ク  

 （６） 介護予防・ 日常生活支援総合 事 業  

 ２  次条の通常 の 事業の実施地域（ 茂 木、市貝町、益子 町 ）以外の地域に居 住

する利用者に対し て 行う送迎に要する 費 用は、次の額を徴 収 する。  

 （１）実施地域 以 外の地域から、片 道 おおむね１０キロ メ ートル未満２００ 円  

 （２）実施地域 以 外の地域から、片 道 おおむね１０キロ メ ートル以上３００ 円  

 ３  昼食代は、 ７ ００円（おやつ込 ） とする。  

 ４  おむつ代は 、 １枚当たり１５０ 円 とする。  

  （ただし、標 準 的な使用以外のも の を提供した場合は 、 別に定める額を徴 収

する。）  

 ５  その他、指 定 通所介護の提供さ れ る便宜のうち、日 常 生活においても通 常

必要となるものに 係 る費用であり、そ の 利用者に負担させ る ことが適当と認

められる費用は、 そ の実費を徴収する 。  

 ６  ご利用当日 に キャンセルされる 場 合、キャンセル料と し て 1日の利用料金の

１０％をいただく こ とがある。  

 ７  第２項から 第 ６項の費用の支払 を 受ける場合には、 利 用者又はその家族 に

対して事前に文書 で 説明をした上で、 支 払に同意する旨の 文 書に署名（記名

押印）を受けるこ と とする。  

（通常の事業の実 施 地域）  

第８条  通常の実 施 地域は、茂木町、 市 貝町、益子町の区 域 とする。  

（サービス利用に 当 たっての留意事項 ）  

第９条  サービス 利 用に当たっては、 次 のことに留意する 。  

  （１） 利用者は 、管理者や生活相 談 員他の職員などの 指 導によるサービス を

励行する。  

  （２）  秩序、風 紀を乱してはなら な い。  

（緊急時等におけ る 対応方法）  

第１０条  生活相 談 員等は、指定通所 介 護を提供中に、利 用 者の病状に急変、 そ

の他緊急事態が生 じ たときは、速やか に 主治医に連絡する 等 の措置を講

ずるとともに、管 理 者に報告しなけれ ば ならない。  

 



（非常災害対策）  

第１１条  事業所 は 、非常災害に関す る 具体的計画を策定 し 、防火管理者を配 置

して、毎年度定期 的 に避難、救出訓練 及 びその他の必要な 訓 練を実施す

る。  

   （「非常災 害 に関する具体的計 画 」とは、消防法施 行 規則第３条に規定 す

る消防計画及び風 災 害、地震の災害 に対 処するための計画 を いう。この場

合、消防計画の 策定 及びこれに基づく 消 防業務の実施は 、消 防法第８条の

規定により防火管 理 者を置くこととさ れ ている指定通所介 護 事業所にあ

っては、その者 に行 わせること。ま た、防火管理者を置か な くてもよいこ

ととされている指 定 通所介護事業所に お いても、防火管 理者 又は火気・消

防等についての責 任 者を定め、そ の者に 消防計画の樹立等 の 業務を行わせ

ること。）  

（利用者の心身の 機 能の維持回復を図 り 、日常生活の自立に 資するよう妥

当適切に行う 。特に 、痴呆の状態 にある 要介護者等に対し て は、必要に応

じ、その特性に対 応 したサービス提供 が できる体制を整え る 。）  

（その他運営に関 す る重要事項）  

第１２条  事業所 は 、従業者の資質の 向 上を図るための研 修 の機会を次のとお り

設けるものとし、 ま た、業務体制を整 備 する。  

 （１）  採用時 研 修  採用後３か月 以 内  

 （２）  継続研 修   年６回  

 ２   従業者は 業 務上知り得た利用 者 又はその家族の秘 密 を保持する。  

 ３   従業者で あ った者に、業務上 知 り得た利用者又は そ の家族の秘密を保 持

させるため、従業 者 でなくなった後に お いてもこれらの秘 密 を保持するべ

き旨を、従業者と の 雇用契約の内容と す る。  

 ４   この規程 に 定める事項の外、 運 営に関する重要事 項 は社会福祉法人茂 木

福寿会と事業所の 管 理者との協議に基 づ いて定めるものと す る。  

  附  則  

  この規程は、 平 成１２年４月１日 か ら施行する。  

  第７条３項に つ いては、平成１３ 年 １月１日より施行 す る。  

  第５条２項に つ いては、平成１５ 年 ４月１日より施行 す る。  

  第７条１項に つ いては、平成１６ 年 ４月１日より施行 す る。  

  第６条につい て は、平成１７年４ 月 １日より施行する 。  

  第７条２項（１）（２）につい ては、平 成１７年４月１日 よ り一部訂正する。  

  第７条３項に つ いては、平成１７ 年 １０月１日より施 行 する。  

  第７条１項（ ６ ）については、平 成 １８年４月１日よ り 施行する。  

  第４条３項、 第 ６条については、 平 成２４年７月１日 よ り施行する。  

  第４条３項、 第 ５条２項について は 、平成２７年４月 １ 日より施行する。  

  第７条１項に つ いては平成３０年 ８ 月１日より施行す る 。  

  第４条及び第 ７ 条１項については 、 令和２年２月１０ 日 より施行する  


